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(57)【要約】
　口腔洗浄システムは、ブラッシング前にユーザに動機
付けフィードバックを供給し、電動歯ブラシ１０と、歯
ブラシ上又は歯ブラシ内にある１又は複数のセンサ２６
と、ユーザの第１のブラッシングセッションの間に１又
は複数のセンサから得られるセンサ情報を処理する歯ブ
ラシ内にあるプロセッサ３０と、第１のブラッシングセ
ッションの後であり、且つ、ユーザの第２のブラッシン
グセッションの前において、ユーザにブラッシング情報
を伝達するプロセッサに応答する歯ブラシ上又は歯ブラ
シ内にあるフィードバックシステム４０と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにフィードバックを供給する口腔洗浄システムであって、
　電動歯ブラシと、
　前記歯ブラシ上又は前記歯ブラシ内にある１又は複数のセンサと、
　ユーザの第１のブラッシングセッションの間に前記１又は複数のセンサから得られるセ
ンサ情報を処理する前記歯ブラシ内にあるプロセッサと、
　前記第１のブラッシングセッションの後であり、且つ、前記ユーザの第２のブラッシン
グセッションの前において、前記ユーザにブラッシング情報を伝達する前記プロセッサに
応答する前記歯ブラシ上又は前記歯ブラシ内にあるフィードバックシステムと、
を有する、システム。
【請求項２】
　前記フィードバックシステムが、前記歯ブラシ上に配置される画像ディスプレイを有す
る、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記フィードバックシステムが、前記ユーザに対して、可聴音又はデジタル化音声を供
給する、請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記１又は複数のセンサが、歯垢検出センサ、歯茎検出センサ、ブラッシング力センサ
、及び、角度検出センサからなるグループから選択される、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　分析のためのブラッシング情報を格納するためのメモリを更に含む、請求項１記載のシ
ステム。
【請求項６】
　前記プロセッサが、選択された数の前記ユーザの以前のブラッシングセッションからの
センサ情報を処理する、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記歯ブラシ上にオン／オフスイッチを更に含み、前記フィードバックシステムが、前
記第１のブラッシングセッションに続く時間において前記ユーザが前記オン／オフスイッ
チを活性化した後にブラッシング情報をユーザに伝達する、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　ユーザにフィードバックを供給する口腔洗浄方法であって、
　電動歯ブラシ内のプロセッサを用いて、ユーザの第１のブラッシングセッションの間に
前記歯ブラシ上又は前記歯ブラシ内にある１又は複数のセンサから得られるセンサ情報を
処理するステップと、
　前記プロセッサに応答する前記歯ブラシ上又は前記歯ブラシ内にあるフィードバックシ
ステムを用いて、前記第１のブラッシングセッションの後であり、且つ、前記ユーザの第
２のブラッシングセッションの前において、前記ユーザにブラッシング情報を伝達するス
テップと、
を有する、方法。
【請求項９】
　分析のためのブラッシング情報を格納するステップを更に有する、請求項８記載の方法
。
【請求項１０】
　前記歯ブラシ上にあるオン／オフスイッチを用いて、前記電動歯ブラシを活性化するス
テップを更に有し、前記第１のブラッシングセッションに続く時間における活性化後にブ
ラッシング情報をユーザに伝達する、請求項８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、概して、ブラッシング前にユーザに動機付けフィードバックを供給するため
のシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　幾つかのタイプの電動歯ブラシのためのリアルタイムフィードバックが存在する。例え
ば、既知のタイプのリアルタイムフィードバックは、ブラッシング力（例えば、使用者が
過度の力を使用しているかどうか）、歯茎検出（例えば、ユーザが歯茎上であまりに多く
ブラッシングしているかどうか）、及び、歯垢（プラーク）感知（例えば、歯垢が特定の
領域から除去されているかどうか）を含む。これらの方法及び技術は、特定の状況又は問
題が発生したときに、（例えば、可聴信号又は他のフィードバックを提供することによっ
て）リアルタイムでユーザに対して直ちにフィードバックを与えることを意図している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、歯ブラシのユーザは、特に、ブラッシングの主な活動に集中していると
き、リアルタイムフィードバックを処理することにしばしば苦労する。さらに、複数のリ
アルタイムフィードバックシステムが単一の歯ブラシ内で組み合わされる場合、リアルタ
イムフィードバックは、ユーザが処理するにはあまりにも複雑になり得る。例えば、ブラ
ッシングを口の異なる領域に移動させる時間を示す１つのタイプの可聴信号を聴くととも
に、過度のブラッシング力のための第２のタイプの可聴信号を聴く一方で、歯垢レベルを
示す同じ又は別のタイプの可聴信号を聴くことは、混乱する可能性があり、ブラッシング
時にユーザによって最終的に無視され得る。
【０００４】
　さらに、多くのユーザが朝（例えば、覚醒直後、眠たいとき）又は夕方（例えば、就寝
直前、疲れているとき）に歯を磨くので、過去のブラッシングセッションからの情報はし
ばしば忘れ去られる。また、リアルタイムのフィードバックは、ブラッシングセッション
の開始時にユーザの口腔衛生状態を考慮していない。本質的に、各ブラッシングセッショ
ンは、以前のブラッシングセッションからの情報を利用する代わりに、「白紙状態」で始
まる。
【０００５】
　したがって、当該技術分野では、ユーザのブラッシング動作及び／又は口腔衛生を改善
するための有用なフィードバックを提供するためのシステム及び方法が必要とされている
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、ブラッシング開始前（又は、以前のブラッシングセッション後の任意の時点
）に先行するブラッシングセッションについて、歯ブラシ使用者に動機付けフィードバッ
クを供給するための本発明に係るシステム及び方法に関する。本明細書の実施形態及び実
施例を用いて、ブラッシング動作及び歯の洗浄が実質的に改善され得る。本発明は、例え
ば、歯垢／歯茎ブラシ、力検出ブラシ、及び／又は、角度検出ブラシなどのユーザにフィ
ードバックを提供する歯ブラシと関連して使用されてもよい。
【０００７】
　幾つかの実施形態では、ユーザが歯ブラシをオンにすると、ユーザは、ユーザがブラッ
シングを改善すべきかどうか、及び、改善する方法を知るため、ユーザの以前のブラッシ
ングセッションについてのフィードバックを得る。例えば、ユーザがブラッシング力を検
出することができる歯ブラシをオンにすると、（以前のブラッシングセッションで適用さ
れた高いブラッシング力のために）ブラッシング力を減少させるべくフィードバックがユ
ーザに供給され得る。他の例として、ユーザが歯茎のブラッシングを検出することができ
る歯ブラシをオンにすると、歯茎に対するブラッシングを以前と同じように避けるための
フィードバックが供給され得る。更なる例として、ブラシが歯に対する歯ブラシの角度を
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検出することができる場合には、より効果的な洗浄を得るために、高い角度を使用するこ
とを回避し、より垂直なブラッシング角を使用するためのフィードバックが与えられ得る
。
【０００８】
　ブラッシング前の多くのタイプのフィードバックが実装され得る。例えば、幾つかの実
施形態では、歯ブラシ上の視覚的フィードバックは、ブラッシング前にユーザに与えられ
て、特定の期間に亘ってブラッシングの進行を示すことができる。一例として、ユーザが
歯垢検出が可能な歯ブラシを使用する場合、視覚的フィードバックが歯ブラシ上で与えら
れ、特定の期間に亘って歯垢の減少の進行を示すことができる。幾つかの実施形態では、
ユーザは、歯ブラシから生成される可聴音をブラッシング前に聴くことができる。一例と
して、正又は負の音声、あるいは、デジタル化されたスピーチ（例えば、「以前よりも力
を弱める」）が、ブラッシング前にユーザに提供され、ブラッシング動作を改善するよう
にユーザに促すことができる。
【０００９】
　幾つかの実施形態では、歯ブラシは、リアルタイムフィードバックをブラッシング前の
フィードバックと組み合わせてもよい。この組み合わせは、特に、複数のフィードバック
システムが適用され、リアルタイムフィードバックがユーザによって解釈されにくくなる
と、ユーザへのフィードバックの複雑さを低減し得る。また、幾つかの実施形態では、例
えば、朝と夕方にユーザのブラッシング挙動及び／又は歯垢蓄積を示すフィードバックな
ど、ユーザ毎に差別化されたフィードバックをユーザに与えることができる。
【００１０】
　一般に、或る態様では、口腔洗浄システムは、ユーザにフィードバックを供給し、電動
歯ブラシと、歯ブラシ上又は歯ブラシ内にある１又は複数のセンサと、ユーザの第１のブ
ラッシングセッションの間に１又は複数のセンサから得られるセンサ情報を処理する歯ブ
ラシ内にあるプロセッサと、第１のブラッシングセッションの後であり、且つ、ユーザの
第２のブラッシングセッションの前において、ユーザにブラッシング情報を伝達するプロ
セッサに応答する歯ブラシ上又は歯ブラシ内にあるフィードバックシステムと、を含む。
【００１１】
　一実施形態によれば、フィードバックシステムは、歯ブラシ上に配置された画像ディス
プレイを有する。
【００１２】
　一実施形態によれば、フィードバックシステムは、ユーザに可聴音又はディジタル化音
声を供給するように構成される。
【００１３】
　一実施形態によれば、１又は複数のセンサは、歯垢検出センサ、歯茎検出センサ、ブラ
ッシング力センサ、継続時間センサ、及び／又は、角度検出センサからなるグループから
選択される。
【００１４】
　一実施形態によれば、電子口腔洗浄システムは、分析のためのブラッシング情報を格納
するためのストレージを更に有する。
【００１５】
　一実施形態によれば、プロセッサは、選択された数の前記ユーザの以前のブラッシング
セッションからのセンサ情報を処理するように更に構成される。
【００１６】
　一実施形態によれば、電子口腔洗浄システムは、歯ブラシ上にオン／オフスイッチを更
に有し、フィードバックシステムは、第１のブラッシングセッションに続く時間において
ユーザがオン／オフスイッチを活性化した後にブラッシング情報をユーザに伝達するよう
に構成される。
【００１７】
　一般的に、或る態様では、口腔洗浄方法は、電動歯ブラシ内のプロセッサを用いて、ユ
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ーザの第１のブラッシングセッションの間に歯ブラシ上又は歯ブラシ内にある１又は複数
のセンサから得られるセンサ情報を処理するステップと、プロセッサに応答する歯ブラシ
上又は歯ブラシ内にあるフィードバックシステムを用いて、第１のブラッシングセッショ
ンの後であり、且つ、ユーザの第２のブラッシングセッションの前において、ユーザにブ
ラッシング情報を伝達するステップと、含む。
【００１８】
　一実施形態によれば、当該方法は、分析のためのブラッシング情報を格納するステップ
を更に有する。
【００１９】
　一実施形態によれば、上記方法は、歯ブラシ上にあるオン／オフスイッチを用いて、電
動歯ブラシを活性化するステップを更に有し、第１のブラッシングセッションに続く時間
における活性化後にブラッシング情報をユーザに伝達する。
【００２０】
　本開示の目的で本明細書で使用される場合、「コントローラ」なる用語は、一般に、ス
トリームプローブ装置、システム、又は、方法の動作に関連する様々な装置を説明するた
めに使用される。コントローラは、本明細書で説明する様々な機能を実行するために、（
例えば、専用ハードウェアなどの）多数の方法で実装することができる。「プロセッサ」
は、本明細書で説明する様々な機能を実行するために、ソフトウェア（例えば、マイクロ
コード）を使用してプログラムされ得る１又は複数のマイクロプロセッサを使用するコン
トローラの一例である。コントローラは、プロセッサを使用して、又は、使用せずに実装
することができ、幾つかの機能を実行するための専用ハードウェアと、他の機能を実行す
るためのプロセッサ（例えば、１又は複数のプログラムされたマイクロプロセッサ及び関
連回路）との組み合わせとして実装されてもよい。本開示の様々な実施形態で使用され得
るコントローラコンポーネントの例には、従来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、及び、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）が含まれ
るが、これらに限定されない。
【００２１】
　様々な実施形態において、プロセッサ又はコントローラは、１又は複数の記憶媒体（本
明細書では「メモリ」、例えば、揮発性及び不揮発性コンピュータメモリと総称される）
と関連付けられ得る。幾つかの実装形態では、記憶媒体は、１又は複数のプロセッサ及び
／又はコントローラ上で実行されたときに、本明細書で説明する機能の少なくとも一部を
実行する１又は複数のプログラムでエンコードされてもよい。様々な記憶媒体は、プロセ
ッサ又はコントローラ内に固定されてもよく、あるいは、そこに記憶された１又は複数の
プログラムが本明細書で論じられる本発明の様々な態様を実施するようにプロセッサ又は
コントローラに読み込まれてもよい。「プログラム」又は「コンピュータプログラム」な
る用語は、本明細書では、１又は複数のプロセッサあるいはコントローラをプログラムす
るために使用することができる任意のタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェ
ア又はマイクロコード）を意味するために一般的な意味で使用される。
【００２２】
　本明細書で使用される「ユーザインタフェース」という用語は、人間のユーザ又はオペ
レータと、ユーザとデバイスとの間の通信を可能にする１又は複数のデバイスとの間のイ
ンタフェースを指す。本開示の様々な実施形態において採用され得るユーザインタフェー
スの例には、スイッチ、ポテンショメータ、ボタン、ダイヤル、スライダ、トラックボー
ル、表示画面、様々なタイプのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）、タッチ 
スクリーン、マイクロフォン、及び、何らかの形の人間によって生成された刺激を受信し
、それに応答して信号を生成する他のタイプのセンサを含む。
【００２３】
　前述の概念及び以下でより詳細に論じられる追加の概念（そのような概念が相互に矛盾
しないことを条件とする）の全ての組み合わせが、本明細書に開示された発明要旨の一部
であると考えられることを理解されたい。特に、本開示の最後に現れる主張される主題の
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全ての組み合わせは、本明細書で開示される本発明の主題の一部であると考えられる。
【００２４】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される１又は複数の実施形態を参照して明
らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　図面において、同様の参照文字は、概して異なる図を通して同じ部分を指す。また、図
面は必ずしも縮尺通りではなく、その代わりに本発明の原理を例示することに重点化され
ている。
【図１】図１は、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの簡略化
された正面図である。
【図２】図２は、一実施形態に係る電動歯ブラシのフィードバックシステムの概略図であ
る。
【図３】図３は、一実施形態に係るブラッシングの前に歯ブラシユーザにフィードバック
を供給するための方法のフローチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図５Ａ】図５Ａは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図６Ａ】図６Ａは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概
略図である。
【図７】図７は、一実施形態に係るフィードバックシステムを持つ電動歯ブラシの概略図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、ブラッシング開始前（又は、ブラッシング中／ブラッシング後のいつでも）
に、以前のブラッシング情報に基づいて、歯ブラシ使用者にフィードバックを提供するこ
とに関する。本明細書の様々な実施形態及び実施例を使用して、ブラッシング情報が歯ブ
ラシ内で処理され、ユーザのブラッシング習慣を改善するためにブラッシングセッション
の前にフィードバックがユーザに与えられる。前述のことを考慮して、ユーザは、センサ
情報の解釈及び分析のための追加の時間を許容するので、有利な遅延された方法でブラッ
シングフィードバックがユーザに供給される。また、単一の歯ブラシ内に複数のフィード
バックシステムが設けられている場合には、ブラッシング前のリアルタイムとフィードバ
ックとの組み合わせが有利であり得る。幾つかの実施形態では、データを歯ブラシ内部の
メモリに格納することができ、更なる分析のためにリモートトランシーバへのデータ転送
を可能にすることができる。
【００２７】
　本明細書の実施形態及び実施例の利用の特定の目標は、電動歯ブラシを使用してブラッ
シング情報を提供することである。
【００２８】
　図１は、ブラッシング前／中に歯ブラシ使用者に動機付けフィードバックを提供するこ
とができる電動歯ブラシを示している。全体を１０で示される電動歯ブラシは、一般に、
本体部１２と、ネック部１４と、ブラシヘッド部１６と、を含む。本体部１２は、駆動ア
センブリ／回路１８と、制御ユニット２０と、歯の効果的な洗浄に適したブラシヘッド動
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作を生み出すための電源２２と、を含む。例示的な要素は、電動歯ブラシの技術分野にお
いて従来のものであるため、象徴的に示されている。歯ブラシ自体の動作は、オン／オフ
スイッチ２４によって制御される。図１に示される特定の構成及び配置は、単なる一例で
あり、以下に開示される実施形態の範囲を限定するものではない。
【００２９】
　電動歯ブラシ１０は、歯ブラシ上又は歯ブラシ内に配置された１又は複数のセンサ２６
を含む。センサ２６は、図１において、ハンドル１２の上部近くに示されているが、ブラ
ッシング情報を感知するため、例えば、ネック部１４又はブラシヘッド部１６を含む、装
置上のどこに配置されてもよい。プロセッサ３０は、好ましくは、歯ブラシ内に配置され
、センサ２６から得られたセンサ情報を処理するように構成される。フィードバックシス
テム４０は、歯ブラシ上又は歯ブラシ内に配置され、プロセッサに応答し、ブラッシング
情報をユーザに伝達するように構成される。幾つかの実施形態では、ブラッシング情報を
記憶するためのメモリ（ストレージシステム）３２が、情報の更なる分析のために含まれ
てもよい。
【００３０】
　本開示では、多くのタイプのセンサが使用され得る。幾つかの実施形態では、例えば、
歯に加わる毛の圧力、荷重、又は、力を検出するために力センサが使用され得る。そのよ
うな力センサは、例えば、ホール効果センサ又は他の既知の機械的又は磁気的センサを含
む様々な形態をとることができる。他の実施形態では、歯上の歯垢の存在を検出するため
に歯垢検出センサが使用され得る。例えば、歯表面を特徴付けるために歯表面に加えられ
る空気からのフィードバックを測定するように、圧力センサを構成することができる。幾
つかの実施形態では、歯みがきセットが歯ではなく歯茎をブラッシングしているかどうか
を検出するために歯茎検出センサを使用することができる。更なる実施形態では、ＭＥＭ
Ｓ（マイクロ電気機械システム）ジャイロスコープ及び加速度計をブラシヘッド上に配置
して、ブラシヘッドの回転速度及び動作中の口の間のブラシヘッドの向きを検出すること
ができる。他の実施形態では、赤外線センサを使用して、ユーザの口の中にセットされた
毛の位置を決定することができる。センサの正確な形態である限り、センサの特定の形態
は、本システムの本質的な部分ではない。
【００３１】
　図２によれば、歯ブラシ１０のフィードバックシステム４０が示されている。フィード
バックシステム４０は、制御ユニット２０によって実行されることができ、制御ユニット
２０の一部であってもよく、及び／又は、制御ユニット２０とは別個であってもよい。一
実施形態によれば、フィードバックシステム４０は、例えば、センサ２６、コントローラ
４２、電源４４、及び、ユーザインタフェース４６を含むことができる。電源４４は、歯
ブラシ１０の電源２２と同じであってもよく、別個の電源であってもよい。センサ２６は
、本明細書に記載された、又は、他の方法で構想されたセンサのいずれかであり、第１の
ブラッシングセッション中のユーザの口の１又は複数の態様に関するセンサデータを取得
するようにプログラム及び／又は構成される。例えば、センサは、本明細書の他の箇所に
記載されるように、歯表面、歯垢レベル、ブラッシング領域、ブラッシング強度、ブラッ
シング角度、及び／又は、歯科衛生の広範な他の態様に関する情報を得ることができる。
「第１の」ブラッシングセッションは、時間の経過と共に変化し、例えば、フィードバッ
クが提供されるセッションの前にブラッシングセッションを参照することができる。その
例では、「第１の」ブラッシングセッションは前のブラッシングセッションであり、「第
２の」ブラッシングセッションは後続のブラッシングセッションである。例えば、歯ブラ
シを３回目に使用すると、２回目のブラッシングセッションは、「第１の」ブラッシング
セッションになる。
【００３２】
　フィードバックシステム４０のコントローラ４２は、センサ２６からセンサデータをリ
アルタイム又は周期的に受信する。例えば、センサ２６は、センサデータの一定のストリ
ームをコントローラ４２に送信して記憶及び／又は分析することができ、コントローラ４
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２に送信する前にデータを一時的に記憶し、集約又は処理することができる。コントロー
ラによって受信されると、第１のブラッシングセッションからのセンサデータは、プロセ
ッサ５０によって処理され得る。プロセッサ５０は、プロセッサ３０と同じであってもよ
く、別個のプロセッサであってもよい。一実施形態によれば、処理は、（ｉ）更なる解析
のためにセンサデータを正規化するか、又は、そうでなければ処理するステップと、（ｉ
ｉ）記憶された予めプログラム済みの又はユーザ定義のブラッシング標準をメモリ３２か
ら検索するステップと、（ｉｉｉ）センサデータを検索された標準と比較するステップと
、（ｉｖ）検索された標準と十分に異なるセンサデータがあるかどうかを判定するステッ
プと、（ｖ）異なるセンサデータが記憶された基準に基づいてユーザへの出力をトリガす
るかどうかを判定するステップと、（ｖｉ）トリガセンサデータに関してユーザにデータ
を出力するステップと、を含む。換言すれば、センサデータは予めプログラムされた標準
と比較され、ユーザへのフィードバックが正当であるか否かが決定される。
【００３３】
　一例として、センサデータは、ブラッシング強さ、またはユーザが自身の歯をどれほど
ハードに又はソフトにブラッシングしているかに関する情報であり得る。フィードバック
システムは、センサデータを使用して、ユーザが自身の歯をどれだけ激しく磨いているか
を決定する。プロセッサ５０は、予めプログラムされたブラッシング強度レベルをメモリ
３２から引き出し、それをセンサデータと比較して、ユーザが歯を十分に磨くことがない
ことを決定する。言い換えれば、センサデータから得られる強度レベルは、そのユーザ及
び／又はその時間の強度レベルの所定の最小閾値の下に落ちる。例えば、異なるユーザ及
び異なる時刻又は異なる曜日は、異なるブラッシング強度レベルを必要とし、これらの各
々は適切な再呼び出しのためにメモリ３２に記憶され得る。クロック５２は、ブラッシン
グ時間、持続時間、及び、日付を決定するためにコントローラ４２によって利用されても
よく、メモリ３２から適切な基準を呼び出すためにコントローラ４２によって利用されて
もよい。プロセッサ５０は、さらに、格納された情報に基づいて、不適切なブラッシング
強度レベルに対してどのような応答が必要であるかを判定し、第１のブラッシングセッシ
ョンに続く時間に対するその応答を準備する。例えば、決定された応答は、後の時間及び
／又は日付で第２のブラッシングセッションのために歯ブラシがパワーアップされるまで
記憶されてもよい。
【００３４】
　フィードバックシステム４０は、また、センサデータを無線トランシーバに送信するた
めの無線通信部４８を含むことができる。例えば、無線通信部４８は、インターネット又
はイントラネットを介して歯科専門家、データベース、又は、他の場所にＷｉＦｉ（登録
商標）接続続を介してセンサデータを送信することができる。あるいは、無線通信部４８
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又は他の無線接続を介してローカルデバイス、デー
タベース、又は、他のトランシーバにセンサデータを送信してもよい。無線通信部４８は
、長期保存のためにセンサデータを保存し、更なる分析のためにセンサデータを送信した
り、他の用途の中で歯科専門家とデータを共有したりすることをユーザに可能にする。
【００３５】
　フィードバックシステム４０は、また、ユーザが歯ブラシを拾ったか、又は、歯ブラシ
をクレードルから取り出して歯ブラシを使用しようとしていることを検出するように構成
されたセンサ５８を含むことができる。幾つかの実施形態では、ユーザが歯ブラシをオン
にする前にフィードバックがユーザに提供され、ユーザが歯ブラシをユーザの口に入れた
ときにのみオンにすることができるので、フィードバックを提供するには遅すぎることが
多い。代わりに、他の実施形態では、歯ブラシ及び／又はフィードバックシステム４０は
、ユーザが歯ブラシを使用しようとしていることを検出し、フィードバック機構を作動さ
せる。センサ５８は、例えば、歯ブラシが使用されるようにピックアップされ、及び／又
は、配置されていることを検出する動きセンサとすることができる。例えば、センサ５８
は、様々な異なる動き検出センサを使用して動きを検出し、コントローラ４２、プロセッ
サ５０、及び／又は、ユーザインタフェース４６に、ユーザが歯ブラシをピックアップし
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たことを示す信号を送信し、フィードバックを表示又は提供することができる。センサ５
８は、現在のブラッシングイベントからの残留運動を検出していないことを確実にするた
めに、各使用後にリセットされてもよいし、タイマに供されてもよい。この実施形態では
、センサ５８は、動きを検出することができる、又は、検出された動き信号を別の構成要
素に送る前に、休止期間または所定の時間量を必要とする可能性がある。
【００３６】
　他の実施形態によれば、センサ５８は、歯ブラシの充電状態を検出する電気部品である
。例えば、歯ブラシが、充電回路の起動を引き起こす充電クレードル又は他のホルダに挿
入されると、ユーザ設定又は工場設定に応じて、フィードバックの表示をアクティブ又は
非アクティブにすることができる。例えば、歯ブラシが充電又は電気に接続されている限
り、フィードバックを積極的に表示することができる。ユーザは、歯ブラシがクレードル
又は他のホルダ内で充電されている間、フィードバックをチェックすることができる。あ
るいは、歯ブラシが充電中又は電気に接続されている間、フィードバックを無効にするこ
とができ、歯ブラシが充電クレードルから取り外されたときなど、歯ブラシが電気に接続
されなくなったときにユーザが見直すように作動する。代わりに、センサ５８は、歯ブラ
シが充電クレードル又はホルダに挿入されたときにのみ作動する圧力スイッチ又は他のト
リガであってもよい。この実施形態では、センサ５８は、圧力スイッチ又は他のトリガか
らのデータに基づいて、ユーザが歯ブラシをクレードル又はホルダから取り外したことを
コントローラ４２、プロセッサ５０、及び／又は、ユーザインターフェース４６に通知す
る信号を送る。
【００３７】
　図３によれば、本発明の一実施形態に係るユーザにフィードバックを提供するための方
法１００を示すフローチャートが開示されている。ステップ１１０では、１又は複数のセ
ンサを含む歯ブラシが提供される。ステップ１２０において、歯ブラシユーザの第１のブ
ラッシングセッションからのセンサ情報が処理される。ステップ１２０は、例えば、（ｉ
）センサ情報を取得又は受信するステップと、（ｉｉ）センサ情報を予めプログラムされ
た又はユーザ設定されたブラッシング基準と比較するステップと、（ｉｉｉ）予めプログ
ラムされた又はユーザ設定された基準外の異常またはデータを特定するステップと、（ｉ
ｖ）ユーザへの適切な出力を決定するステップと、を含む。ステップ１３０において、ブ
ラッシング情報は、第１のブラッシングセッションに続くが、第２のブラッシングセッシ
ョンの前／中に、歯ブラシユーザに伝達される。例えば、ブラッシングセッションのため
にパワー歯ブラシがユーザによって「オン」されると、ブラッシング情報がユーザに伝達
されてもよい。また、センサ情報及び／又はブラシ情報は、歯ブラシ上のストレージシス
テム又はメモリ３２を使用して任意に記憶されてもよい。
【００３８】
　一実施形態によれば、ブラッシングフィードバックが、ユーザの以前のブラッシングセ
ッションに関してユーザに与えられる。フィードバックは、ユーザの口腔健康（例えば、
感知された歯垢レベル）又はブラッシング挙動（例えば、歯茎をあまりにも多くブラッシ
ングする、あまりにも多くの圧力がかかったり、角度が大きすぎるなど）をユーザに知ら
せることができる。
【００３９】
　一実施形態によれば、ユーザのブラッシング習慣についてユーザに指示するフィードバ
ックを提供することができる。幾つかの実施形態では、ユーザは、優先的なフィードバッ
ク（即ち、所定の閾値に基づいて優先順位付けされ、選択される）を提供されてもよい。
例えば、ブラッシング力又は歯垢レベルが検出される歯ブラシを使用して、ユーザは、ブ
ラッシング力又は歯垢レベルが特定の閾値に達したかどうかに依存して、１）ブラッシン
グ力、又は、２）歯垢検出のいずれかについての先行ブラッシング検出からのフィードバ
ックが供給されてもよい。
【００４０】
　本明細書の様々な実施形態及び実施例を使用して、フィードバックは、視覚、可聴、又
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は、触覚を含む様々な方法で歯ブラシのユーザに提供され得る。特定の形式のフィードバ
ックは、フィードバックが正確である限り、本システムの不可欠な部分ではない。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、フィードバックが視覚的に与えられる。図４Ａ及び図４Ｂによ
れば、一実施形態に係るフィードバックシステムを備えた歯ブラシ１０が示されている。
この実施形態では、視覚フィードバックが、シンボル又はアイコンを介して提供される。
例えば、図４Ａに示されるように、歯ブラシ１０上のディスプレイ５４上の、又は、歯ブ
ラシ１０と関連付けられたディスプレイ上の「スマイリーな」顔（又は、「サムズアップ
」又は他のシンボル／アイコン）が、良好なブラッシング挙動（例えば、「正しい方向で
ある」）を示すために使用され得る。図４Ｂに示されるように、ディスプレイ５４上の「
悲しい」顔（又は、「サムズダウン」又は他のシンボル／アイコン）が、下手なブラッシ
ング挙動（例えば、「改善して下さい」）を示すために使用され得る。
【００４２】
　他の例として、フィードバックは、光及び／又は有色の光（例えば、点灯した輪、点灯
面、点灯したハンドルなど）により、フィードバックシステム又は歯ブラシ上のディスプ
レイによって供給されてもよい。図５Ａ及び図５Ｂによれば、一実施形態に係るフィード
バックシステムを具備する歯ブラシ１０が示されている。この実施形態では、ディスプレ
イ５４は、図５Ａでは光を発しておらず、図５Ｂでは光を発している、ＬＥＤなどの光で
ある。この光は、ブラッシングの様々な態様を示すために有色であってもよい。例えば、
或る閾値を上回って感知された歯垢については赤色、或る閾値以下で感知された歯垢につ
いては緑色、中程度の閾値で感知される歯垢については白色の３つの異なる色を使用する
ことができる。あるいは、単一の色が、異なる色合いで使用され得る。図６Ｂによれば、
例えば、ディスプレイ５４は、ブラッシングの様々な態様を示す点灯した輪であってもよ
い。例えば、点灯した輪は、悪化していることを示すために緑色から赤色への変化しても
よいし、改善していることを示すために赤色から緑色に変化してもよい。更に他の例とし
て、図６Ａによれば、ディスプレイ５４は、口の象限を直接的に表す１又は複数の象限５
６についての情報を供給する。当該情報は、ブラッシングの任意の側面であり得る。例え
ば、図６Ａの歯ブラシは、右上象限５６が活性化されていることを示しており、これは、
口の右上象限が最後のブラッシングの間に十分にハードに又は長くブラッシングされてい
ないことを示し得る。
【００４３】
　他の例として、フィードバックは、図７におけるディスプレイ５４において示されるよ
うに、歯ブラシ上のＬＣＤ／ＬＥＤ照明のディスプレイ又は「バー」により、歯ブラシ上
のディスプレイ５４によって供給されてもよい。例えば、１～１０の目盛りを使用して、
番号１は、歯を磨くために使用される力が小さいことを示すために表示され、番号１０は
、歯を磨くために使用される高い力を示すために表示され得る。実際に、最も一般的な歯
ブラシの欠点の１つは、歯の材質を摩耗し、歯茎をすり減らし得る高い力レベルの使用で
ある。したがって、ディスプレイシステムは、歯を磨くために使用される力の量を最適化
するために、ユーザに情報を表示するようにプログラム又は構造化することができる。あ
るいは、ＬＣＤ／ＬＥＤ照明のバーは、例えば、下手なブラッシング挙動を示す２つの低
い赤色のバー（スコア１又は２用）、ブラッシング挙動が改善され得ることを示す４つの
中間的な黄色のバー（スコア３，４，５又は６用）、及び、良好なブラッシング挙動を示
す４つの上位の緑色のバー（スコア７，８，９又は１０用）が使用されてもよい。他の実
施形態によれば、ＬＣＤ／ＬＥＤ照明は、ユーザが時間をかけて行なっていることの進展
を実証するために使用される。したがって、ＬＣＤ／ＬＥＤ照明のスケールは、時間スケ
ールに関係する。例えば、ディスプレイの下部にある光は、過去１０回のブラッシングサ
イクルの結果を示し、その上の或る光は、過去の９サイクルのブラッシングセッションの
結果などを示す。同様の実施形態では、個々のブラッシングセッションの代わりに、ディ
スプレイは、異なる週又は日についての情報を関連付けることができる。時間の経過とと
もに改善を示すことで、人々は意欲を持ち、最終的には改善されたときに緑色のライトで
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報われることができる。
【００４４】
　他の実施形態では、触覚フィードバックが与えられる。例えば、歯ブラシによる１又は
複数の振動が、ブラッシングの結果と関連して与えられ得る。歯ブラシにおける係る振動
は、電動歯ブラシにおいて、駆動アセンブリ又は任意の他の既知のメカニズム又は振動を
生み出すための回路を用いて生成され得る。
【００４５】
　幾つかの実施形態では、可聴フィードバックが与えられる。例えば、肯定的なフィード
バック（楽しい「鳴き声」）や否定的なフィードバック（ブーンというバズや「おならを
まねた音」）やデジタル化された音声（「前よりも力を弱める」や「改善する」など）が
、以前の１又は複数のブラッシングセッションの結果についてユーザに知らせるために提
供され得る。このような音又は音声は、歯ブラシ内の１又は複数のスピーカを使用して生
成され得る。
【００４６】
　一実施形態によれば、ユーザのフィードバックは、歴史的に収集されたデータに関して
提供されてもよい。例えば、歯ブラシは、例えば、１日、１週間、１ヶ月などの平均値を
記憶することができるメモリを含むことができる。ユーザにブラッシング挙動について、
及び、ユーザが時間の経過とともに口腔の健康状態又はブラッシング挙動を改善している
かどうかをユーザに知らせるためにフィードバックがユーザに与えられ得る。
【００４７】
　一実施形態によれば、歯ブラシフィードバックシステムの有効性は、ユーザの注意を引
き付けることができる程度に関連する。例えば、情報が複数のユーザの感覚に提示される
場合、特に、それが一時的に一貫性のあるやり方で提示される場合、ユーザの注意はより
焦点を当てることができる。一実施形態では、例えば、歯ブラシフィードバックシステム
は、好ましくは一時的にコヒーレントなやり方で、２つの感覚にフィードバックを提供す
るように構成することができる。例えば、オーディオメッセージ及びビジュアル（パルス
）リマインダ、オーディオメッセージと触覚メッセージとの組み合わせ、又は、触覚メッ
セージと視覚メッセージとの組み合わせが提供されてもよい。コヒーレントなメッセージ
ングが繰り返される場合、効果は０．１Ｈｚ～１Ｈｚの繰り返し周波数で強くなり得る。
【００４８】
　一実施形態によれば、複数のフィードバックシステム（例えば、力センサ、角度センサ
、及び、歯垢／歯茎センサを備えた歯ブラシ）を有する装置の場合、リアルタイム及び遅
延フィードバックの両方を組み込んだハイブリッドシステムを構成することができる。例
えば、ユーザは、或るタイプのフィードバックをリアルタイムで選択する（又は、システ
ムが選択することができる）一方、他のフィードバックは、次のブラッシングセッション
（又は、前のセッションの後の任意の時間）の前に提供される。このようなシステムでは
、遅延フィードバックは、より効果的な方法でユーザにフィードバックの複雑なセットを
提供することを可能にし、ユーザがそのようなフィードバックをより良く処理することを
可能にする。
【００４９】
　一実施形態によれば、複数のユーザが（それぞれ異なるブラシヘッド部分を使用する）
同じ電動歯ブラシハンドルを使用する場合、各ユーザは、そのブラッシング情報が各ユー
ザの固有のプロファイルにリンクされるように、各自に一意の個別のプロファイルを選択
することができる。ブラシヘッドは、例えば、ブラシヘッドに固有の識別情報を与えるＲ
ＦＩＤチップを含み、歯ブラシハンドルは、固有のブラシヘッドを識別するＲＦＩＤリー
ダを備えることができる。唯一のアイデンティティとユーザとの間の関連性に基づいて、
歯ブラシはユーザ特有のフィードバックを提供する。あるいは、ユーザの選択は、手動で
、なされてもよく、又は、例えば、歯ブラシハンドル上の指紋スキャナを用いて行なわれ
てもよい。
【００５０】



(12) JP 2017-529178 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

　一実施形態によれば、例えば、朝、夕方、又は、全体的なスコアリング結果に集中する
、差別化されたフィードバックを与えることができる。一般に、個人は、１日２回、朝に
１回、夕方に１回ブラシする傾向がある。幾らかの個人は、朝と比較して夕方に多くの歯
垢蓄積を有するか、又は、夕方と朝とで異なるようにブラッシングし得るので、ブラッシ
ングセッション（朝、夕方など）は、ユーザによって選択されるか、歯ブラシの内部時計
がある場合は自動的に記録され得る。そのような実施形態では、午後のセッションと午後
のセッションとで区別されるフィードバックをユーザに提供することができる。
【００５１】
　本明細書で定義され使用されているすべての定義は、辞書定義、参照により組み込まれ
た文献の定義、及び／又は、定義された用語の通常の意味を制御すると理解されるべきで
ある。
【００５２】
　本明細書および特許請求の範囲において使用される単数形は、明確に反対の指示がない
限り、「少なくとも１つ」を意味すると理解されるべきである。
【００５３】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用される語句"及び／又は"は、そのように結合
された複数の要素の"いずれか又は両方"、すなわち、あるいくつかの場合には接続的に存
在し、他の場合には分離的に存在する複数の要素を意味すると理解されるべきである。"
及び／又は"と共に記載されている複数の要素は、同じ様式で、すなわち、そのように結
合された複数の要素のうちの"一つ又はそれ以上"と解釈されるべきである。他の複数の要
素は、任意的に、「及び／又は」節によって具体的に特定された複数の要素以外に存在し
てもよく、それら具体的に特定された複数の要素と関連していても関連していなくてもよ
い。
【００５４】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用される"又は"は、上述の"及び／又は"と同じ
意味を有するものと理解されるべきである。例えば、あるリスト内の複数の項目を分離さ
せた場合に、"又は"又は"及び／又は"は包括的である、すなわち、数又は複数の要素のリ
ストのうちの少なくとも一つ（ただし一つよりも多くも含む）を含み、そして任意的に、
追加的なリストにない複数の項目を含むものと解釈されるものとする。明確に反対の指示
をする用語、例えば"一つのみ"又は"厳密に一つの"又は特許請求の範囲において使用され
る場合の"から成る"のみが、数又は複数の要素のリストのうちの厳密に１の要素を含むこ
とを参照することができる。概して、本明細書において使用される"又は"は、例えば"の
いずれか""のうちの一方""の一つのみ"又は"厳密に一つの"を伴う場合にのみ、排他的な
代替手段（すなわち"一方又は他方であり、両方ではない"）を示すと解釈されるものとす
る。
【００５５】
　本明細書及び特許請求の範囲に用いられるように、１つ以上の要素を含むリストを参照
した際の「少なくとも１つ」との表現は、要素のリストにおける任意の１つ以上の要素か
ら選択された少なくとも１つの要素を意味すると理解すべきであるが、要素のリストに具
体的に列挙された各要素の少なくとも１つを必ずしも含むわけではなく、要素のリストに
おける要素の任意の組み合わせを排除するものではない。この定義は、「少なくとも１つ
の」との表現が指す要素のリストの中で具体的に特定された要素以外の要素が、それが具
体的に特定された要素に関係していても関連していなくても、任意選択的に存在してもよ
いことを可能にする。
【００５６】
　また、反対の意味で明確に示されなければ、２以上のステップ又は動作を含む請求項中
の任意の方法において、方法のステップ又は動作の順序は、記載の方法のステップ又は動
作の順序に必ずしも限定されない。
【００５７】
　明細書と同様に、請求項中、「有する」、「含む」、「運ぶ」、「持つ」、「包含する
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」、「取り込む」、「構成される」などの移行句は、オープンエンドである、即ち、含む
が、これに限定されないものとして理解されるべきである。米国特許庁ＭＰＥＰセクショ
ン２１１１．０３に記載されるように、「～からなる」及び「実質的に～からなる」とい
う移行句のみが、それぞれ、クローズド又はセミクローズド移行句であるべきである。
【００５８】
　本明細書では多様な実施形態が記載及び図示されたが、当業者は、本明細書に説明され
る機能を実行するための、並びに／又は本明細書に説明される結果及び／若しくは１つ以
上の利点を得るための他の多様な手段及び／若しくは構造を容易に想像し、かかる変形例
及び／又は改変例は、本明細書で説明される発明の実施形態の範囲内に含まれると見なさ
れる。より一般的には、当業者は、本明細書に説明される全てのパラメータ、寸法、材料
、及び構成の全ては例であり、実際のパラメータ、寸法、材料、及び／又は構成は、本発
明の教示が使用される具体的な用途に依存することを容易に理解するであろう。当業者は
、通常の実験より多くを要することなく、本明細書に説明される本発明の具体的な実施形
態の多数の均等物を認識又は確認することができるであろう。よって、上記の実施形態は
あくまで例として提示され、本発明の実施形態は、特許請求の範囲及び均等物の範囲内に
おいて、具体的に説明及び請求されたものとは異なる態様又は方法で実施することができ
る。本開示の発明の実施形態は、本明細書に説明される個々の特徴、システム、物品、材
料、キット（道具）、及び／又は方法に向けられる。また、かかる特徴、システム、物品
、材料、キット、及び／又は方法が互いに矛盾しない場合、かかる特徴、システム、物品
、材料、キット、及び／又は方法のうちの２つ以上の任意の組み合わせは本開示の発明の
範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】

【図３】
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